
寒 川 町 審 議 会 等 の 委 員 の 公 募 に 関 す る 規 則 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(応 募 資 格 等 ) (応 募 資 格 等 ) 

第 5条  公 募 委 員 に 応 募 す る こ と が で き

る 者 は 、                            

    次 に 掲 げ る 要 件 の す べ て を 満 た し

て い る 者 と す る 。  

第 5条  公 募 委 員 に 応 募 す る こ と が で き

る 者 は 、公 募 委 員 に 選 任 さ れ る 日 に お い

て 、次 に 掲 げ る 要 件 の す べ て を 満 た し て

い る 者 と す る 。  

(1) 応 募 時 に 条 例 第 3条 第 1号 に 規 定 す

る 町 民 と し て 1年 以 上 経 過 し て い る 満

20歳 以 上 の 者  

(1)         条 例 第 3条 第 1号 に 規 定 す

る 町 民 と し て 1年 以 上 経 過 し て い る 満

20歳 以 上 の 者  

( 2 )  公 募 委 員 に 選 任 さ れ る 日 に お い

て 、本 町 の 他 の 審 議 会 等 の 委 員 に 選 任

さ れ て い な い 者  

(2)                               

  本 町 の 他 の 審 議 会 等 の 委 員 に 選 任

さ れ て い な い 者  

(3) （ 略 ）  (3) （ 略 ）  

（ 加 え る ）  2 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、公 募 委 員 に

選 任 さ れ た 者 が 、自 己 の 都 合 に よ り 当 該

公 募 委 員 の 職 を 辞 し た と き は 、当 該 職 を

辞 し た 公 募 委 員 の 残 任 期 間 中 に 選 任 さ

れ る 公 募 委 員 に 応 募 す る こ と が で き な

い 。た だ し 、公 募 委 員 の 職 を 辞 す る に あ

た り 、次 に 掲 げ る 理 由 が あ る と 町 長 が 認

め る と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

 ( 1 )  公 募 委 員 が 疾 病 そ の 他 の 理 由 に

よ り 、 長 期 に わ た り 治 療 を 要 す る こ

と と な っ た と き 。  

 ( 2 )  公 募 委 員 の 家 族 の 介 護 、 看 病 等

が 長 期 に わ た り 必 要 と な っ た と き 。  

 ( 3 )  そ の 他 町 長 が 特 別 の 事 情 が あ る

と 認 め た と き 。  

2  前 項  の 規 定 に か か わ ら ず 、 審 議 会 等

の 設 置 目 的 、委 員 の 構 成 そ の 他 の 状 況 を

考 慮 し 特 に 必 要 で あ る と 認 め る 場 合 は 、

他 の 条 件 を 付 し 、又 は 条 件 を 変 更 し て 公

募 す る こ と が で き る 。  

3  第 1項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 審 議 会 等

の 設 置 目 的 、委 員 の 構 成 そ の 他 の 状 況 を

考 慮 し 特 に 必 要 で あ る と 認 め る 場 合 は 、

他 の 条 件 を 付 し 、又 は 条 件 を 変 更 し て 公

募 す る こ と が で き る 。  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

別 記 様 式 (第 8条 関 係 ) 別 記 様 式 (第 8条 関 係 ) 

別 紙 の と お り  別 紙 の と お り  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

 附  則  



 こ の 規 則 は 、 平 成 29年 1月 1日 か ら 施 行

し 、 同 日 以 降 に 選 任 す る 公 募 委 員 に つ い

て 、 適 用 す る 。  

 



別記様式(第8条関係) 

  年  月  日   

公募委員応募申込書 

 

(あて先)寒川町長 

 

氏 名             

 

以下のとおり、町の審議会等の公募委員に応募します。 

住 所   

連 絡 先   

職 業   生年月日   年  月  日 

寒川町との関わり 在住・在勤・在学 性 別 男 ・ 女 

審議会等の名称   

自 己 ア ピ ー ル   

住民活動の経験   

応 募 の 動 機   

公募委員の経験が

ある場合は、その

名 称 と 任 期 

名称 任期 

    

※ 記入スペースが足りない場合には、別紙(様式は問いません。)に記入し、添付してく

ださい。 

（現行） 
別記様式(第8条関係) 

  年  月  日   

公募委員応募申込書 

(宛先)寒川町長 

氏 名             

 

以下のとおり、町の審議会等の公募委員に応募します。 

住 所   

連 絡 先   

職 業   生年月日   年  月  日 

寒川町との関わり 在住・在勤・在学 性 別 男 ・ 女 

審議会等の名称   

自 己 ア ピ ー ル   

住民活動の経験   

応 募 の 動 機   

公募委員の経験が

ある場合は、その

名 称 と 任 期 

名称 任期 

応 募 資 格 

(選 任 日 時 点 ) 

□ 寒川町自治基本条例第3条第1号に規定する町民として1年以上

経過している満20歳以上である。 

□ 寒川町の他の審議会等の委員に選任されていない。 

□ 寒川町を含む行政機関の職員でない。 

※全てに当てはまらなければ、応募はできません。 

※ 記入スペースが足りない場合には、別紙(様式は問いません。)に記入し、添付してく

ださい。 

※ 個人情報の取扱いについて 

公募委員の応募、選定等に関し、本申込書に記載した個人情報その他公募委員の応

募、選定等に必要な情報について、町長が利用することに同意します。 

署名                  

（改正案） 


